
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

 改  正  前                            改  正  後                          

 （前 略） 
   第２章 年俸制特定教員 
 （職務内容） 
第３条 年俸制特定教員は、特定のプログラム、プ
ロジェクト等に係る教育研究に従事する。 

 
 
 
 
（中 略） 
（他の規則の準用） 

第７条 （略） 
２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２条
第３項の規定により年俸制特定教員に準用する
採用・懲戒等に関する事項のうち、教員就業特例
規則第６条の規定、就業規則第３１条の規定によ
り年俸制特定教員に準用する給与に関する事項
のうち、国立大学法人京都大学教職員給与規程
（平成１６年達示第８０号。以下「給与規程」と
いう。）第５条から第８条まで、第１１条から第
１９条まで、第２０条（国立大学法人京都大学教
職員特殊勤務手当支給細則（平成１６年４月１日
総長裁定）第１３条の２に規定する緊急手術等手
当を除く。）、第２１条、第２２条、第２７条か
ら第３３条の６まで、第３４条及び第３５条の規
定並びに就業規則第４０条の規定により年俸制
特定教員に準用する勤務時間、休暇等に関する事
項のうち、国立大学法人京都大学教職員の勤務時
間、休暇等に関する規程（平成１６年達示第８３
号。以下「勤務時間等規程」という。）第２７条
第１９号の規定は、これを準用しない。 

 
 
３・４ （略） 
（中 略） 

第６章 特定専門業務職員 
（他の規則の準用） 

第２０条 この章に定めるもののほか、特定専門業
務職員の就業に関する事項については、就業規則
（第２３条及び第６４条を除く。）の規定を準用
する。ただし、同規則第３１条の規定により特定
専門業務職員に準用する給与に関する事項のう
ち、給与規程第５条から第８条まで、第１１条か
ら第２２条まで及び第２７条から第３５条まで
の規定並びに就業規則第４０条の規定により特
定専門業務職員に準用する勤務時間、休暇等に関
する事項のうち、勤務時間等規程第２７条第１９
号の規定は、この限りでない。 

 
 
 
 
（後 略） 

 
第２章 年俸制特定教員 

 （職務内容） 
第３条 （同 左） 
 
２ 前項に定めるもののほか、部局等の定めるとこ
ろにより実施するテニュアトラック制に基づき
雇用される年俸制特定教員は、入試業務に従事す
ることができる。 

 
（他の規則の準用） 

第７条 （同 左） 
２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２条
第３項の規定により年俸制特定教員に準用する
採用・懲戒等に関する事項のうち、教員就業特例
規則第６条の規定、就業規則第３１条の規定によ
り年俸制特定教員に準用する給与に関する事項
のうち、国立大学法人京都大学教職員給与規程
（平成１６年達示第８０号。以下「給与規程」と
いう。）第５条から第８条まで、第１１条から第
１９条まで、第２０条（国立大学法人京都大学教
職員特殊勤務手当支給細則（平成１６年４月１日
総長裁定）第１３条の２に規定する緊急手術等手
当及び第１３条の３に規定する全学海外拠点勤
務手当を除く。）、第２１条、第２２条、第２７
条から第３３条まで、第３３条の３から第３３条
の６まで、第３４条及び第３５条の規定並びに就
業規則第４０条の規定により年俸制特定教員に
準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、
国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等
に関する規程（平成１６年達示第８３号。以下「勤
務時間等規程」という。）第２７条第１９号の規
定は、これを準用しない。 

３・４ （同 左） 
 

第６章 特定専門業務職員 
（他の規則の準用） 

第２０条 この章に定めるもののほか、特定専門業
務職員の就業に関する事項については、就業規則
（第２３条及び第６４条を除く。）の規定を準用
する。ただし、同規則第３１条の規定により特定
専門業務職員に準用する給与に関する事項のう
ち、給与規程第５条から第８条まで、第１１条か
ら第１９条まで、第２０条（国立大学法人京都大
学教職員特殊勤務手当支給細則（平成１６年４月
１日総長裁定）第１３条の３に規定する全学海外
拠点勤務手当を除く。）、第２１条、第２２条及
び第２７条から第３５条までの規定並びに就業
規則第４０条の規定により特定専門業務職員に
準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、
勤務時間等規程第２７条第１９号の規定は、この
限りでない。 

 
附 則 

 この規則は、令和２年１月１日から施行する。  


